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平成２８年度第２回津市入札等監視委員会の会議結果報告 

 

①  会議名   平成２８年度第２回津市入札等監視委員会 

② 開催日時  平成２８年８月９日（火） 

午後２時００分から午後４時００分まで 
③ 開催場所  津市役所本庁舎４階庁議室 
④ 出席した者の氏名 

        月岡 存 委員長 （三重大学名誉教授） 

伊藤 庄吉 委員 （行政書士） 

滝澤 多佳子 委員（税理士） 

西川 源誌 委員 （弁護士） 

前川 準一 委員  (公認会計士） 

 事務局   盆野副市長、総務部長、総務部次長、調達契約担当参事、 

調達契約課長ほか２人 

説明員   下水道建設課長ほか３人 

⑤ 内容    １ 入札・契約に関する報告について 
⑴ 入札及び契約手続の運用状況等 

⑵ 指名停止措置等の運用状況 

２ 地域格付要件型の発注方法について 
３ その他 

⑥ 公開又は非公開 

      公開 

⑦ 傍聴者の数 ０人 
⑧ 担当    総務部調達契約課工事契約担当 
        電話番号 ０５９－２２９－３１２２ 
 

 

 

・議事の内容 下記のとおり 

１ 入札・契約に関する報告について 

⑴ 入札及び契約手続の運用状況等 

Ｑ データ表示の不備による入札中止ということですが、津市ではデータ確認 

等を職務とする特別の部署があって偶然発見されたのでしょうか。 

Ａ 特別な部署等があるわけではありませんが、このような事象があるという 

事も含めて今後は調達契約課でも十分な確認体制をとりたいと考えていま

す。 

 

   ※ 抽出事案の審議について 

 

 Ｑ 入札手続きについてお聞きしますが、郵便入札の場合、提出期限と開札日 

 までに５日間ありますが、もう少し短縮はできないのでしょうか。 

Ａ 具体的に申し上げますと、郵送の締め切りを通常は金曜日必着で設定して

いまして、郵便局に必ず書留で提出頂いており、土日の期間を挟んで水曜日



                   - 2 - 

に開札を行う流れになります。開札までに更に短縮するのであれば、事前に

入札書の封筒確認など（書留等の確認や件名確認など）を行い、その上で参

加者の中から立会をお願いする連絡をさせて頂いていますので、あと１日程

度が限界ではないかと思います。 

Ｑ 入札室で入札を行う際は業者が集まってその場で行うのですか。 

Ａ 業者が集まってその場で行うのではなく、郵便入札で行いますので、入札

室に来て頂くのはあくまで立会人と開札状況を御覧になって頂く方となりま

す。 

 

① 平成２８年度下建公補第２号 

上浜排水区雨水管渠築造工事 

  ＜条件付一般競争入札（工事）＞ 

  （特になし） 

 

② 平成２８年度南道維第４号 

高茶屋小森町地内道路修繕工事 

  ＜事後審査型条件付一般競争入札（工事）＞ 

  （特になし） 

 

③ 平成２８年度営教総第１２号 

津市立西橋内中学校理科室床改修工事 

  ＜事後審査型条件付一般競争入札（工事）＞ 

 

Ｑ 工事内容について教えてください。 

  現在どのような状況にあるため改修を行うのでしょうか。 

  また、他の学校でも同様の改修を行うのでしょうか。 

Ａ 今回の工事は理科室の床改修でございまして、鉄筋コンクリート造の構造

で、鉄筋コンクリートのスラブの上にＰタイルが貼ってある状態です。床に

亀裂が入ったため、床内部の状況について事前調査を行ったところ、空洞化

し、地盤沈下の疑いがあった関係上、床改修を行ったものです。建物が建築

されたのは、昭和４０年前半ですが、大きなぐりがあり、ぐりが沈下した関

係上、隙間が発生して亀裂が生じたということが判明しました。今のところ、

他の教育施設についてはこのような事例は聞いていません。 

Ｑ 抽出案件の２番目の土木工事（平成２８年度南道維第４号 高茶屋小森町 

地内道路修繕工事）と３番目の建築工事（平成２８年度営教総第１２号 津 

市立西橋内中学校理科室床改修工事）では設計金額や参加業者数で随分と差 

があるように感じますが、土木工事では３５０万ほどの少額工事でも非常に 

業者数が多いのに対して、建築工事では１,５００万ほどでも２社と、もう少 

し参加業者がいてもいいように感じますが、何か理由があるのでしょうか。 

Ａ 土木工事については主として官公庁の発注が多く、民間工事は少ない中で、

津・香良洲地区の格付Ｄの業者数５５社のうち３５社が参加されています。

建築工事については対象業者が２９社あって、結果的には２社の参加でござ

いました。建築工事のＣ、Ｄランクの工事は件数も数多く発注していまして、
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建築工事については新築工事が好まれる傾向にあることに加え、民間工事が

多いということや技術者制限もあり、参加者が参加案件を選択された結果で

はないかと思います。 

  なお、土木工事と建築工事を一括発注することは無理がありますので、建

築工事を発注するにしても工事の規模や履行期間等も考慮しつつ、業者が受

注し易いような発注方法を検討していきたいと考えています。今回、建築工

事のＣランクの工事が７件ほぼ同時期に発注されており、発注時期もなるべ

く工夫するなどして入札参加を促していきたいと思います。 

○ 場合によってはインセンティブを考えるなどして、入札参加を促すのもひ

とつだと思います。 

 

④ 平成２８年度建整道新補第４号 

西千里千里ヶ丘線道路改良工事に伴う信号機移設工事 

  ＜事後審査型条件付一般競争入札（工事）＞ 

 

Ｑ 交通信号機の移設の案件ですが、入札参加要件に合う対象業者は何者くら 

いでしょうか。 

Ａ 市では事例の少ない案件でございましたので、三重県の事例を参考にする 

中で、対象業者として少なくとも５者確認できましたので、それ以上の業者 

数になると思われます。結果的には２者になった次第です。 

Ｑ 三重日信電子(株)は市内本店業者ですか。 

Ａ 市内本店業者です。 

Ｑ 信号機の移設は今後色々な場所で継続的に予定されているのですか。 

Ａ 今回は市道の交差点改良に伴う信号機の移設でございまして、協議の結果、 

原因者（津市）が直接負担をして発注したものです。そのため、本市として 

も事例の少ない案件であるため、継続的に行う予定はありません。 

Ａ 工事としては専門性の高い内容であり、信号機や電光掲示板等を取り扱う 

業者が対象となりますので、業者の活動範囲というのも少なくとも県単位に 

なろうかと思います。市内で専門に行う業者は少ない中で、特に少額の工事 

ということもあって参加者も少なかったのではないかと考えています。 

Ｑ 確かに形式的には競争性は問題は無いと考えられますが、実質的な競争性 

は確保されているのでしょうか。例えば、抽出案件の２番目の案件（平成２ 

８年度南道維第４号 高茶屋小森町地内道路修繕工事）についても、最低制 

限価格と同額の入札額が多数並ぶのは本当に実質的な競争性が働いていると 

言えるのかなど、今回の抽出案件については、形式上問題ないというだけで 

満足していいのかという部分もあって抽出させて頂きましたが、津市として 

はどのようにお考えでしょうか。 

Ａ 御指摘の意図はよくわかります。 

   広く公募を募る一般競争入札ですので、一般的には競争に参加しなかった

ことをもって、競争性が確保されたとも言えるものの、例えば結果的に同額

の数字がたくさん並んでしまうのは、これが外部から見た場合どのように映

るのかという点で疑問に思う部分もございますので、今後色々と勉強させて

頂く中で、より良い契約の在り方について検討していきたいと思います。 
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Ｑ 工事内容について教えてください。 

  道路改良工事が本来の主目的の工事ですが、既に終わっているのですか。 

信号機の移設時期についても教えてください。 

Ａ 今現在、道路改良工事は進行中であり、ほぼ完成してきていますが、施工 

途中で信号機の移設が発生しますので同時進行で行っています。 

Ｑ このような場合、例えばＪＶを組むこともあるかと思いますが、電気工事 

 と土木工事をＪＶで一括して発注するようなことはないのでしょうか。 

Ａ 分離発注を原則としていまして、土木工事ですと５億円以上、建築工事で 

すと７億円以上がＪＶの対象となりますが、このような事例の場合は基本分 

離発注して工程調整する手法をとっています。津市におけるＪＶは異業種Ｊ 

Ｖというよりは、どちらかといいますと市内業者の育成を目的としたＪＶと 

いう位置付けでございます。 

Ｑ その他要件に「年平均完成工事高」を付す理由について教えてください。 

Ａ 市内本店業者については格付けをしていますが、年平均完成工事高はいわ 

ゆる経営事項審査の該当業種における売り上げの平均値でございまして、市 

内本店業者についてはこの完成工事高や工事成績を参考に格付けを行ってい 

ます。そのため、入札参加者の所在地要件として市内本店だけでなく市内支 

店を含むとなりますと、市内本店以外の業者は格付を行っていませんので、 

この完成工事高により少なくとも電気の業種における実績を要件として求め 

ているものです。 

Ｑ 金額設定の基準はありますか。 

Ａ ありません。売り上げがあれば参加可能です。 

入札参加要件として実績要件も付していますし、経営事項審査に完成工事 

高が計上されるということは、その業種である程度、専門的に工事を行って 

いるということになるかと思います。 

 

① 平成２８年度下建公補第２号 

上浜排水区雨水管渠築造工事 

    ＜条件付一般競争入札（工事）＞ 

② 平成２８年度南道維第４号 

高茶屋小森町地内道路修繕工事 

    ＜事後審査型条件付一般競争入札（工事）＞ 

③ 平成２８年度営教総第１２号 

津市立西橋内中学校理科室床改修工事 

    ＜事後審査型条件付一般競争入札（工事）＞ 

④ 平成２８年度建整道新補第４号 

西千里千里ヶ丘線道路改良工事に伴う信号機移設工事 

    ＜事後審査型条件付一般競争入札（工事）＞ 

 

＊ ①～④については、適正に処理されているものと認める。 

 

⑵ 指名停止措置等の運用状況 

    （特になし） 
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 ２ 地域格付要件型の発注方法について 

Ｑ 合併後、１０年経過する中、オール津市で考えてもよい時期にきていると思 

います。 

    そうしないと特に津・香良洲地区の業者は競争相手も極めて多く、厳しい状 

況にある中で、津市としては、地域優先の考えを重視しなければならないので 

しょうか。 

Ａ 御指摘にありましたように、オール津市という考え方の中で、今現在格付Ａ 

のみがこの考え方を採用していますが、本来であれば全ての格付でこの方法を 

採用することが一般的な考え方とも言えますものの、一方で建設業協会両支部 

から御意見を頂いていますように災害時における地元業者の重要性も看過でき 

ないところです。津市では過去１０年間この業者選定の手法をとってきたわけ 

でございますが、この手法はこの手法で災害時にも対応することができたとい 

う点では一応の成果はあったものと考えています。 

しかしながら、合併後１０年目を迎えて、事務局としましても将来的にはオ 

ール津市という考えはありますが、激変は混乱を招きかねませんので、段階を 

踏んでいく中で、どういった方法を採用すればいいのかを模索している状況で 

ございます。 

Ｑ 格付Ａ１・Ａ２については現状オール津市という考え方でやっていますし、

格付Ｂについてもオール津市でいいと思います。また、そこまでいかずとも、

例えば、津・香良洲ブロックと安芸ブロック間、久居ブロックと安芸ブロック

間、津・香良洲ブロックと久居ブロック間というような、ブロック間の垣根を

無くした入札参加という中間的手法を何年かやってみて、津市全体として一体

化していくよう誘導していくことも、入札制度の観点から意義があるのではな

いかと思いますがいかがでしょうか。 

同じ津市の業者であるなら、隣のブロックまでは柔軟に参加できるようにし

て業者数を確保しておかないと、地元業者に期待している災害時の対応が立ち

行かなくなるのではないでしょうか。 

Ａ 合併当初は、格付Ａ１～Ｄの全ての格付でオール津市の考え方について議論 

されたと聞いています。 

    合併後、災害等もありまして、建設業協会両方の意見としても、災害の時 

に地元業者がいないと、非常に困るというのが共通の意見であり、実際格付Ａ 

１からＢまでの業者の規模ですと、どこの地区にでも入札参加できる力は持っ 

ておるものと考えていますが、格付Ｃ、Ｄの業者についてはやはり地元に根差 

した業者も多いため、どちらの協会からも地元を優先した考え方を求められて 

いるところです。 

    そのため、全てオール津市にするというより、場合によっては、格付Ａ１か 

   らＢまでと、格付ＣからＤまでを一線を引いて考えるなど、委員がおっしゃら 

れたようにまずはブロックの垣根の中で方向性を示していく方法もあるのでは

と考えています。 

○ 色々な規制をかけると、どうしても不合理な部分が出てきてしまうので、見 

直すのであれば本来の姿を目指すべきではないでしょうか。このことからもオ 

ール津市の考え方を基本とすべきではないかと思います。 

ただし、災害対応のこともありますので、地域性の観点から、格付Ａ１・Ａ 
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２、Ｂまでをオール津市で、格付Ｃ、Ｄについては災害復旧も考慮して地元で 

という考えもあると思います。 

あまり制度を複雑にすると、それに対する弊害も発生してしまいますので、 

なるべく本来の姿に近づけようという趣旨からすると、少なくとも格付Ｂの業 

者はどこの地区にでも参加できるような業者が多いと思いますので、格付Ａ、 

Ｂをオール津市で、格付Ｃ、Ｄを地域優先するという折衷案もあるのではと思 

います。 

○ 格付Ａ１・Ａ２の業者の自地区発注工事等の下位ランク工事の参加機会につ 

いて言えば、津・香良洲地区以外の地区については、参加可能件数は多いので 

すが、津・香良洲地区の場合はどうかという気持ちがあります。下位ランクの 

工事で発注されるのにも関わらず、上位の格付けの業者が参加してきて落札し 

ていく場合も多いように思いますし、その部分は別の方法も検討して、同ラン 

クで上手く競争性が発揮できる方法を考えてもよいのではないかと思います。 

例えば、自地区発注工事等であっても格付業者Ａ１・Ａ２を対象業者として加 

えない、繰上をやめてしまうような発注の仕方や、津・香良洲地区のＣやＤラ 

ンクの工事等については発注件数に対して業者数が多いので、受注機会を増や 

してほしいという要望もあると思いますが、それならば、発注場所や発注件数 

に左右される部分もありますが、津・香良洲地区のグループ分けなど、ブロッ 

クで抱える課題を個別に検討してみるのもいいのではないかと思います。 

     また、中には土木工事の専門業者というよりも、主たる業種を他にも持って 

いる業者もあるように思います。むしろ専門業者こそ、当然自助努力は必要で 

すが、受注機会を確保できるようにしていく必要もあるのではと思います。 

○ 同一業種の同一格付の業者の中での専門業者の受注機会の確保については基 

本となる発注ルールがある中で、線引きが非常に困難な部分もあります。 

 また、津・香良洲地区の入札については応札者が多いということでかなり競 

争が激しいものになっています。 

両協会の御意見の中に、２１という業者数は多いのではないかという共通の 

意見もあります。例えば、津・香良洲地区を更に分割するとすると、工事場所

で分割するのか、所在地で分割するのかなど、新たな課題が発生することとな

り、例えば分割せずに他のブロックまでの参加は不可とすると地区間の格差の

拡大が懸念されます。津・香良洲地区の業者数が他地区と比較して多いという

課題に対応していかなければならないのではと思います。競争性については２

０社ほどあれば十分であるとは思いますが、４０社から５０社ある業者をどの

ように線引きをしていくかという点と、どうしても１つのルールで運用すると

弊害が発生してしまいますので、基本ルールは持っておきながら、津・香良洲

地区はこのルール、災害復旧工事はこのルールというような個別ルールを持つ

ことも有効ではないかと思います。 

また、Ｄランクの工事を格付Ａの業者まで加えないということについては、

何らかの方法で検討していく必要があると思います。 

○ 例えば昨年度の津・香良洲の格付Ｂの業者の参加可能件数が５件というのは 

バランスを欠いていると思いますし、安芸・久居ブロックについてはブロック 

を重視することの必要性が高いとは言い難いのではと思います。 

   格付Ａ及びＢランクの業者はオール津市の方がいいと思いますし、格付Ｃ及 
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びＤの業者はそれ以上、上位格付の業者は加えないといった組み合わせをする 

のもいいのではないかと思います。 

   あまり複雑にしても混乱を招きますし、やはり目指す先はオール津市だと思 

います。 

○ 最終目標は全てオール津市だと思います。まず、どこから変更を検討するの 

かといえば、自地区内で格付Ａ１・Ａ２の業者まで繰上しないことではないで 

しょうか。津・香良洲地区の格付Ｂの業者は受注機会が極端に少ないので、そ 

ういう意味でも他の地区に参加できるようにオール津市にしていくべきだと思 

います。 

○ 様々な御意見ありがとうございます。御意見をまとめさせて頂くと、やはり 

オール津市を目指していくべきということと、格付けの意味を考えたときに、 

格付けというのは、業者の規模に見合った仕事を受けて頂くためのものという 

のが本来の趣旨になると思います。 

      この趣旨を鑑みますと、格付Ａの業者が３つ下のＤランクの工事に参加でき

るというのは極端だと考えますし、昨年度、津・香良洲地区の格付Ｂの業者は

参加可能件数が５件であったことなど、発注のバランスも悪かった極端な例を

提示しましたが、できるかぎり、分離や合冊発注などを行い、発注バランスを

とっていくことも重要ですし、やはり格付Ｂについては、オール津市に広げて

いく方向にあるべきではないかと思います。 

本委員会に諮らせて頂いているのも、両建設業協会や商工会議所の建設部会、

また入札参加者の方々から色々な意見を頂く中、今まで頂いた御意見、例えば

目指す方向はオール津市であったり、格付Ｂについてはオール津市に向かって

進めるべきではないかなどの御意見を踏まえて、できれば、入札参加者の方々

にある程度納得していただけるかたちでの施行を目指したいと考えています。

工事等については入札参加者の方々は本市の制度を鑑みた経営計画等を立てて

おられることと思いますので、直ちに制度の変更を行うのは難しいことは承知

していますので、事前にアナウンスをすることなども含めて、本委員会の第三

者としての、あくまで客観的なデータの中から見て頂いた意見を踏まえた上で、

制度の変更を進めてまいりたいと考えていますがいかがでしょうか。 

○ よろしいかと思います。 

○ 本委員会から様々な御意見を頂戴しましたが、制度の変更は発注者である津 

市が決定していかなければなりませんので、今後もその結果を本委員会に報告 

させて頂きます。 

Ｑ 建設業協会には津支部や一志支部がありますが、両協会総意の御意見を頂く 

ことなどはできないのでしょうか。 

Ａ それぞれの団体にお願いをしていますが、現在のところ実現には至っていま 

せん。 

○ 合併後の広域にわたる業者それぞれの事情や立場がある中、入札参加者の

方々からできるだけ合意を頂く土壌作りとしまして、このようなアプローチを 

何度か繰り返して粘り強くやってまいります。相反する要望の解決は確かに困 

難を伴いますが、時間と回数をかけながら、最終的には入札参加者の皆さんが 

理解して頂ける方法をとれればと考えています。 

  ○ 入札等監視委員会としてはこのような案がいいとか具体的意見はなかなか出 
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せない気がします。 

  ○ 最終的には入札参加者の方々の合意の上での制度の変更が望ましいことは言 

うまでもありませんので、解決に向かっての色々な手段を考えるきっかけを得 

られればと考えています。 

Ｑ 資料１１Ｐの【現状】のところで、津・香良洲以外の地区では災害復旧工事 

が多いとありますが、実際問題として、災害復旧工事と一般工事の発注を分け 

て考えることは可能でしょうか。 

Ａ 可能です。 

    地元業者の中には使命感を持っておられる業者がたくさんみえて、応札者の 

少ない傾向にある農地等の災害復旧工事についても応札して頂いています。過 

去の監視委員会でも取り上げられましたように、災害復旧工事で落札率の高い 

案件については施工条件に恵まれない案件が多いように思います。 

○ 災害復旧工事は都市部と山間部では発生件数も発生状況も異なります。他市 

 の事例ですが、一時期、公共工事が減少したとき、都市部では災害復旧工事が

全然発注されず、どうしても山間部に工事が集中するため、その結果、山間部

の業者だけが受注するという事がありました。そういう部分も含めて、入札参

加者等に遠隔地の災害復旧工事であっても災害復旧工事に参加する意向がある

のかないのか、聞いてみることも大切ではないかと思います。受注機会を増や

すことばかりではなく、採算さえ合えば、入札参加するという業者がいて初め

て競争性が生まれ、地元の業者にも競争意識が芽生えるのではないかと思いま

すし、災害復旧工事については条件の良くない案件であっても、応札して、会

社を運営していく意識を都市部の業者には持って頂かないといけないと思いま

す。逆に山間部の業者は地元意識を持つというよりは、もっと意識を開放して、

災害復旧工事であっても一つの公共工事ですから、誰が入札に参加してきたと

しても競争する意識をもって頂かないといけないと思います。 

私たちにはその意識がつかめないので、意見聴取する際には聞いてみるのも 

いいのではないかと思います。 

○ 今まで伺った意見ですと、地元意識の高い業者は条件の良くない災害復旧工 

事であっても参加しなければならないという意識が強く、これを他地区からの 

応札も可能とすると、他地区から応札する業者は条件の良い災害復旧工事のみ 

を選んで、条件の良くない工事には応札してもらえず、不調が多数発生する可 

能性を懸念する意見がありました。そのため、一旦地元地区で発注し、不調に 

なれば、地域を広げていく分にはいいのではないかという意見もあります。 

○ 条件の良い工事だけに応札が集中することについては、発注する側が採算を 

合うように考えてあげればいいのではないかと思います。 

山間部の業者は、やはり地域性にこだわりすぎている部分があるように思い 

ますし、その部分を変えていかなければならないのではと思います。 

○ 話を進める上で、現状を少しでも改善する方向で進めると思うのですが、最 

終目標はやはりオール津市だと思います。上位ランクの格付業者を加えるとい 

うよりも同ランクの他地区の業者を加えるのが本来の姿であると思うし、その 

合意がまずあるべきで、これを確実に目指す方向で話を進めていかないといけ 

ないと思います。それに対してどうしても不都合なところは別ルールで対処す 

る、例外的に認めるというスタンスでいかないと利害関係も絡みますので、話 



                   - 9 - 

がまとまらなくなってしまいます。 

○ ＣやＤランクの工事に格付Ａの業者を入れる必要はないと思います。ＣやＤ 

ランクの工事であれば、せめて格付Ｂの業者までに留めておく方がよいかと思 

います。 

    あと将来的にはオール津市を目指すことについては私も賛成です。 

○ 災害復旧の話ですが、地元業者でないと、地元のことがわからないという話 

がある中で、その地元業者自身が被災者となる可能性もあります。そうなれば 

他の地区から来てもらわないと困るわけですし、そうするとやはりオール津市 

の方向性に進むべきだと思います。他地区からも来れる体制をとっておかない 

といけない。個々の業者について考えるのも重要だとは思いますが、津市全体 

としての住民の幸せを津市としては考えなくてはいけないのだと思います。 

地元業者でないとわからないという部分のメリット、デメリットやオール津 

市にすることによるメリット、デメリットを整理して、決して災害復旧工事だ 

からオール津市はいけないというばかりではないということも理解しておく必 

要もあるように思います。 



　条件付一般競争入札 No.1

落 札 者 （株）アイケーディ　

業種（格付 ） 土木一式 Ａ１

施 工 場 所

工 期 平成２８年６月１３日から平成２９年２月２３日

管推進工（管径６００～１，０００mm）　３１３.４m
組立マンホール工　５箇所

入 札 方 法 条件付一般競争入札

入 札 日 時 平成２８年６月６日 午前９時００分

　 口径を問わず、公共下水道（本管）の推進工事（共同企業体による工事の場
合は代表者又は構成員。ただし、出資比率２０％以上のものに限る。）

⑩本件工事の推進工事施工時に推進工事技士を専任で配置できる者（推進工
事施工時において他の工事等との重複をしていないこと。）

⑪過去１０年間（平成１８年度以降）に施工が完了した次の工事の元請実績を有
する者

件 名
平成２８年度下建公補第２号
上浜排水区雨水管渠築造工事

工 事 概 要

入 札 参 加
資 格 要 件

①地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな
い者

②津市建設工事等条件付一般競争入札実施要領（平成１８年１月１日施行。以
下「要領」という。）第４条第１項に掲げる要件を備えている者

③要領第４条第２項各号の一に該当しない者

④民事再生法等に基づく再生手続開始の申立て等がなされていない者

⑤本市の区域内に本店を有する者

⑥建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条に規定する特定建設業の許可（土
木工事業）を受けている者

⑦津市競争入札参加資格者名簿において土木一式工事を希望業種として登載
されていること

⑧土木一式工事に係る格付区分がＡ１の者

⑨本件工事に土木工事業の監理技術者を専任で配置できる者（契約する時点
において他の工事等との重複をしていないこと）

津市島崎町及び桜橋二丁目地内



予 定 価 格 294,528,000 円
落 札 価 格 255,260,000 円
最低制限価格 255,230,000 円

　※すべて税抜き

落 札 率 86.67 ％



円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札 No.１６
公 告 日 平成28年6月6日 工 事 担 当 課 津南工事事務所

工 事 名
平成２８年度南道維第４号

高茶屋小森町地内道路修繕工事

【格付】

工事場所 津市 高茶屋小森町

工 期 契約締結の日から 平成28年9月16日 まで

発注業種 土木一式

地内

工事概要

側溝工 ７１ｍ

表層 ２９３ｍ２

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 市内本店

格付要件 あり

同種工事
実績要件

技術者要件

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）

その他要件

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成28年6月24日 まで

閲覧場所 調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】津・香良洲 【地区】津・香良洲 【格付】Ｄ

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成28年6月24日 まで

販 売 店 アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

設計図書等
に 関 す る
質 問

提出期限 平成28年6月15日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 平成28年6月20日 ホームページにて回答

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

入札方法等

入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

提出期限 平成28年6月24日 必着

郵 送 先 〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

開札日時
及び場所

平成28年6月29日 午前９時２０分

津市役所（本庁舎）７階　入札室

部 分 払 無

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

予定価格 3,517,000

最低制限価格 有

入札保証金 免 除

契約保証金 免 除

前 金 払 有



円
円
円

　     ※すべて税抜き

％

下記入札金額に１．０８を乗じた金額が申込価格です。 （単位：円）

落 札 率 85.87

予 定 価 格 3,517,000
落 札 価 格 3,020,000
最低制限価格 3,020,000



円　（税抜き）

地内

工事概要

改修（床改修）

   普通・特別教室棟

　　事後審査型条件付一般競争入札 No.２６
公 告 日 平成28年5月16日 工 事 担 当 課 営繕課

工 事 名
平成２８年度営教総第１２号

津市立西橋内中学校理科室床改修工事

      鉄筋コンクリート造 ４階建

      延面積 １，１３０m2

※上記に係る建築工事等　一式

【ﾌﾞﾛｯｸ】

工事場所 津市 東古河町

工 期 契約締結の日から 平成28年8月31日 まで

発注業種 建築一式

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 市内本店

格付要件 あり

地 域 ・
格付要件

津・香良洲 【地区】津・香良洲 【格付】Ｃ・Ｂ

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同種工事
実績要件

技術者要件

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）

その他要件

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成28年6月3日 まで

閲覧場所 調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成28年6月3日 まで

販 売 店 ㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

設計図書等
に 関 す る
質 問

提出期限 平成28年5月25日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 平成28年5月30日 ホームページにて回答

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

入札方法等

入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

提出期限 平成28年6月3日 必着

郵 送 先 〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

開札日時
及び場所

平成28年6月8日 午前１０時５５分

津市役所（本庁舎）７階　入札室

部 分 払 無

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・格付要件については、「平成２７年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

予定価格 14,718,000

最低制限価格 有

入札保証金 免 除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

前 金 払 有



円
円
円

　 ※すべて税抜き

％

下記入札金額に１．０８を乗じた金額が申込価格です。 （単位：円）

最低制限価格 12,950,000

落 札 率 88.09

予 定 価 格 14,718,000
落 札 価 格 12,965,000



円　（税抜き）

前 金 払 有

部 分 払 無

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

・同種工事実績要件における官公庁等とは、国の機関（独立行政法人、公団、事業団その他政令で定
める法人を含む。）、都道府県、市町村等及びコリンズ登録された公益民間企業（交通（鉄道、空
港）、資源エネルギー（電気、ガス、石油）、通信会社等）とする。

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

最低制限価格 有

入札保証金 免 除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

開札日時
及び場所

平成28年5月18日 午前９時５０分

津市役所（本庁舎）７階　入札室

予定価格 11,950,000

入札方法等

入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

提出期限 平成28年5月13日 必着

郵 送 先 〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

設計図書等
に 関 す る
質 問

提出期限 平成28年4月28日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 平成28年5月10日 ホームページにて回答

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成28年5月13日 まで

販 売 店 ㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

その他要件

経営事項審査において発注業種の年平均完成工事高を有すること

（審査基準日：平成２５年１０月１日～平成２６年９月３０日）

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成28年5月13日 まで

閲覧場所

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 市内本店又は市内支店等

格付要件

【地区】 【格付】

同種工事
実績要件

過去１０年間の官公庁等元請実績で以下のとおり
電気工事で発注された交通信号機の新設、改良、移設又は修繕工事

技術者要件

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）

【地区】 【格付】

なし

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

　　事後審査型条件付一般競争入札 No.４２
公 告 日 平成28年4月25日 工 事 担 当 課 建設整備課

工 事 名
平成２８年度建整道新補第４号

西千里千里ヶ丘線道路改良工事に伴う信号機移設工事

工事場所 津市 河芸町千里ヶ丘 地内

工 期 契約締結の日から 平成28年8月15日 まで

発注業種 電気

工事概要

信号機移設　一式



円
円
円

　 ※すべて税抜き

％

下記入札金額に１．０８を乗じた金額が申込価格です。 （単位：円）

落 札 率 90.04

落 札 価 格 10,760,000
最低制限価格 10,750,000

予 定 価 格 11,950,000
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